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  初診日に厚生年金保険
  の被保険者でしたか

 

もともとある障害と新たな障害
をあわせることで65歳前にはじ
めて1級または2級の障害の状態
になりましたか ※　
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い
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障害厚生年金の受給要件に該当します

※新たな障害の納付要件等を満たしている必要があります。

障害手当金の受給
要件に該当します

初診日から5年以内
に症状が固定し、
障害手当金の障害の
状態になりましたか
  （8ページ参照）
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（または1年6カ月以内に症状が固定） （または1年6カ月以内に症状が固定）

初診日から1年6カ月経過した日

に1級、2級または３級の障害の
状態ですか

初診日から1年6カ月経過

していますか

初診日から1年6カ月経過

するまで待ってください

初診日の前日において保険料納付
要件を満たしていますか

65歳前に1級、2級または3級の
障害の状態になりましたか

（請求は65歳の誕生日の前々日まで）

詳しくはお近くの年金事務所など（14ページ参照）へご相談ください。

（1年6カ月以内に症状が固定した日）

（7・8ページ参照）

障害厚生年金

（５ページ参照）


